
 

第５７回 浜村地区部落交流ソフトボール大会開催要項 

 

１．主 催 浜村地区体育会 浜村地区公民館 

２．日 時 令和８年６月１４日（日）午前９時より開会式 

       （大会役員、部落代表 ８時２０分集合） 

       雨天中止 雨天の場合は当日 7時～７時３０分に公民館より集落代表者に電話連絡 

３．場 所 気高町運動場（旧町民グラウンド） 

４．大会役員 大 会 長 横田博昭 

       副大会長 鈴木 敏 木下公明 

       総 務 田中 武 永田博司 田中 真由美 中本奈央 

       審 判 長 木下一朝 

       大会役員 平尾賢司 松田全裕 湯口英行 杉川雅裕 谷口久志   

５．参加資格 （１）出場者は、浜村地区在住者のみならず、下記のふるさと選手を含む 

         ・ふるさと選手（3名まで参加可） 

          試合に勝つことが目的でなく、試合に出場するための人員補充を目的としている集落 

          過去に居住していた方で現在居住している集落から選手登録されていない方 

         （現状浜村地区に在住していなくても参加可能とする） 

       （２）各チームとも１３名以内で編成すること 

※ 部落交流大会のため男女・年齢の規定は設けないこととし出来るだけ 

幅広い年齢層で編成すること 

       （３）各集落、複数のチームが参加することが出来る 

（４）試合回数は５回とし勝敗が決しない場合は９人のジャンケンにより勝敗を決める 

延長はしない 

※試合時間は１時間とし、１時間を経過して次のイニングに移らない 

６．試合方法 トーナメント戦で行う。ただしチーム数で変更あり 

７．そ の 他 （１）スパイクの使用は禁止する。 

       （２）試合球、バットは大会事務局で準備する。 

       （３）第１試合の審判員は、第２試合目のチームより各２名ずつで審判をすること。 

       （４）第２試合以降の審判員として敗者側より４名必ず審判をすること。 

       （５）盗塁及びキャッチャーのパスボールでの進塁は出来ない。 

       （６）試合開始予定時間後１０分経過した場合は棄権とする。 

      （７）組み合わせは事前に、参加申し込み集落順に事務局で決定する。 

      （８）参加賞は、補欠合わせて１３名分とする。 

        （９）参加チームが３チームに満たない場合は開催中止とする。 

      （１０）申し込み締め切り ６月８日（月）１６時までとする。 

申し込み方法：申し込み用紙に必要事項を記入し、公民館に持参・ファックスする。

メールでも受け付けています。 

 

     申し込み先  鳥取市気高町浜村８－４ 浜村地区公民館  

            FAX  ８２－１９４２ 

            e－mail cc-hamamura@it.city.tottori.tottori.jp 

   ※ご不明な点がありましたら、事務局までご連絡ください。 

浜村地区公民館 TEL ８２－６８３０ 担当 永田 
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